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令和８年６月
新宮町　子育て支援課
１　概要
（１）業務名
　　　新宮町児童家庭相談システム導入構築業務（以下「本業務」という。）

（２）業務目的
新宮町（以下「本町」という。）では、令和６年４月、町内に所在するすべての妊産婦・子育て世帯・こどもを対象とした「新宮町こども家庭センターはぐうる」を設置し、児童虐待ケースのみならず、様々な課題を抱える家庭への支援を行っている。
日々の相談内容は多様化・複雑化しており、迅速かつ適切な対応が求められているが、現行の記録・情報管理はExcelや紙媒体で管理しており、情報共有や進行管理に課題を抱えている。今回、児童家庭相談システム（以下、「システム」という。）を導入することで、ケース情報や相談記録を一元的に管理し、関係機関との情報共有を円滑化する仕組みを構築し、個別支援の充実を図り、さらにシステム化により業務を効率化し、こどもや保護者を直接支援する時間を確保することを目的とする。

（３）システムの基本要件
システムの基本要件は、次のとおりとする。
ア　職員が利用しやすい画面設計及びWebシステムであること。利用するブラウザはMicrosoft　Edge又はGoogle　Chromeに対応できるシステムであること。
　　イ　ユーザーをID及びパスワードにより管理し、システムを使用できるユーザーを制限できること。また、システムの処理毎に使用制限を設定することができ、ID毎に使用できる処理を設定することにより、運用の制御が行えること。
　　ウ　システム稼働後、平日（月曜から金曜まで）の午前９時００分から午後５時３０分までの間、運用に関する問い合わせに関して、速やかに対応すること。
　　エ　法改正等により、管理内容の変更や新たな登録内容の追加、保存された情報の更新が必要な場合に、柔軟に対応ができるシステムであること。
　　オ　本仕様書に記載のないものであっても、システムの稼働を実現する上で必要なものはすべて含めること。
　　カ　その他、職員の利便性向上のための機能（AI機能など）に関して、対応可能であれば追加提案を行うこと。

（４）業務内容
ア　システムの導入及び構築
（ｱ） システム導入に係る要件定義・設計、開発・テスト、パッケージシステムの導入や環境設定、操作や運用研修を行うこと。
（ｲ） 本町から提示した仕様がパッケージシステムにおいて対応していない場合は、必要に応じてカスタマイズすること。
（ｳ） 本システムが稼働する業務サーバー及びクライアント端末に対し、各種インストールが必要な場合は、事業者にて設定作業を行うこと。なお、設定に際し、管理者権限で作業が必要な場合は、本町システム管理者の立会、指示のもと作業を行うこと。
イ　システムの運用サポート及び保守
（ｱ） ハードウェア及びソフトウェアの保守は、別途保守契約を締結するものとする。保守契約期間は導入後６０か月とし、以下の保守対応を行うこと。
a　安全稼働のための運用体制、環境及びセキュリティ管理等が整備されていること。
b　システムの安定稼働のために必要なサーバー等のハードウェア保守、システム保守、運用支援を行うこと。
c　システム保守には軽微な法・制度改正等に伴うシステム改修を含むこと。なお、大規模な法・制度改正等については別途協議するものとする。
d　ハード障害発生時にサービスの早期復旧に備えた仕組みを有していること。
e　法改正などの早期対応に備えたアップデートの仕組みを有していること。
f　ソフトウェアの操作・運用の問い合わせに対して、的確に対応すること。
ウ　次のいずれかの方法での現行の記録・情報などのデータ移行
（ｱ） 住基宛名番号毎にフォルダ分けしたWord、Excel等のオフィスソフトで管理している記録を、添付資料として取り込む。
（ｲ）導入事業者が提供するExcelファイルに、本町にて情報等を入力し、導入事業者にてシステムへ移行する。
エ　操作研修の実施、操作説明書の提供
（ｱ）システム導入後、利用者向けの操作研修及び管理者向けの運用研修を実施するものとする。
（ｲ）研修内容は以下のとおり。
 a   利用者向け操作研修
　 　対象者：９名程度　　時間数：半日程度１回
 b　 管理者向け操作研修
対象者：２名程度　　時間数：半日程度１回

（５）システムの前提要件
ア　サーバーの要件
（ｱ）  物理サーバーもしくはSaaS型での導入が可能なシステムであること。物理サーバーの場合は、以下のハードウェアを導入すること。
a　 ラックマウント型サーバー　×　１台　※サーバーラックは本町保有の設備を利用する。
	OS
	Windows Server 2022 Standard

	CPU
	Xeon E-2436 2.9GHz程度

	メモリ
	8GB以上

	ディスク
	500GB× 2本 (RAID1以上)


b　コンソール（モニター、キーボード、マウス）×　１式
c　無停電装置（UPS）×　１台
停電発生時にはサーバーを安全にシャットダウンし、通電開始時に自動的にサーバーが起動する設定を行うこと。
d　バックアップ装置　×　１台
1日に一度、バックアップを取得すること。
（ｲ） システム利用期間は、最低5年間を想定すること。
（ｳ） 物理サーバー稼働終了後のデータ消去、サーバー撤去作業は事業者にて行うこと。
イ　クライアントパソコンの要件
（ｱ）  特定のハードウェアに依存せず一般的に市販されている汎用的なパソコン上で動作すること。
（ｲ） 現時点で想定するクライアントパソコンの仕様は、次のとおりである。
	項目
	現状端末スペック

	OS
	Windows 10 Pro 64ビット版

	CPU
	インテル(R) Core(TM) i5-10500T

	メモリ
	8GB

	HDD
	暗号化機能付 SSD 256GB

	ディスプレイ解像度
	1,920×1,080

	ブラウザ
	Microsoft edge 129.0.2792.65
Google Chrome

	Office
	Microsoft Office Professional 2019

	ウイルス対策ソフト
	ウイルスバスターApex One


（ｳ）ウイルス対策ソフトのライセンスは、本町保有のものを使用する。
（ｴ）クライアント端末及びプリンターは、既設の機器を利用する。
　　　ウ　ネットワークの要件
（ｱ）   現行の基幹系（マイナンバー利用事務系）ネットワークもしくはLGWAN-ASPを使用し、システムを構築すること。
なお、閉域回線の利用及び新宮町専用の環境を構築し、第三者からの介入を許容しない
構成とすること。
　　　 （ｲ）　TCP/IPプロトコルを基本とし、ミドルウェアに依存する独自プロトコルを使用しないこと。
　　　エ　機器設置・調整
　　　　　物理サーバーの場合は、導入するすべての機器の設置・調整を行い、システム稼働に必要な設定を施した上で動作確認すること。
　　　 （ｱ）設置作業
　　　　　　本町が配備した各機器への電源を使用し、必要な設置作業を行うこと。受託者は設置に必要な電源諸元などの情報を事前に提供すること。
　　　 （ｲ）サーバーラック
　　　　　　本町が指定する既設のサーバーラックへサーバー関連機器を収納・設置することを前提とし、ラック内の配線に必要な長さのケーブル類を用意すること。
　　　 （ｳ）ネットワーク機器
[bookmark: _GoBack]　　　　　　設置先のサーバーラック内に搭載するに当たり必要なLANケーブル等のネットワーク機器の調達については、本調達に含めること。
　　　 （ｴ）LAN配線
　　　　　　本町が準備する認証HUBと設置予定のクライアント端末間のLAN配線作業を実施すること。
　　　 （ｵ）本町環境に合わせた設定作業
　　　　　　ネットワーク機器設定変更、端末AD設定、ソフトウェア設定等を実施すること。設置及び環境構築に当たっては、本町ネットワーク運用保守業務受託者（＊）と協議調整の上、進めることとし、それに要する費用についても、本調達の中に含めること。
　　　　　（＊）本町ネットワーク運用保守業務受託事業者
株式会社　日和通信（電話番号：０９２－７３３－４９５０）

（６）スケジュール（予定）
ア　契約
令和８年７月下旬
イ　最終納期
令和９年２月２８日
ウ　本稼働及び運用保守期間
令和９年３月１日から６０か月とする

（７）基本情報
ア　本町の基本情報（令和８年４月末時点）
（ｱ）　住民基本台帳人口　　33,189人
（ｲ）　世帯数　　　　　　　13,972世帯
（ｳ）　０～１７歳人口　　　7,065人
イ　システム利用要件
	項目
	内容

	利用拠点数
	２か所

	利用端末台数
	９台

	最大同時アクセス数
	９件

	利用者数（アカウント数）
	９人


ウ　現在の業務データ量
　　年間新規相談件数：約90件
　　年間対応数：約2,000件
　　要保護児童対策地域協議会管理件数：約40件
児童記録票作成者数：約500人

（８）システムの基本仕様
ア　児童の基本情報管理
（ｱ）標準化対応後の住民基本台帳の情報を、連携されるデータから検索して取り込みができること。
（ｲ）氏名、カナ、性別、続柄、生年月日、電話番号、住所、世帯区分、生活状況等が管理できること。
（ｳ）生年月日を入力すると自動的に現在の年齢表示ができること。
（ｴ）ジェノグラムの描画ができること。
（ｵ）家族情報画面から、児童や保護者などの世帯員へ画面遷移ができること。
イ　児童の相談情報管理
（ｱ）相談ケース
a　生育歴等の管理ができること。
b　ケース番号、受付日時、連絡経路、受付形態、相談種別、相談内容の管理ができること。
c　対応（処理）の内容と処理日の管理ができること。
d　経過記録（日時、行動区分、対応者、支援内容）の管理ができること。
e　終結日の管理ができること。
（ｲ）業務帳票
a　児童記録票の出力ができること。
b　ケース進行管理表の出力ができること。
c　ケース会議票の出力ができること。
d　経過記録表の出力ができること。
e　送致書、転出先等への通知書が出力できること。
（ｳ）統計帳票
a　こどもの福祉と保健に関する状況報告（第１表、第２表、第４表、第５表）が出力できること。
ウ　その他の情報の管理・出力機能
（ｱ）児童福祉に関するサポートプラン作成機能を有し、入力及び出力ができること。
（ｲ）本町の提供する住基連携用のテキストファイルを取り込み、住基連携を行うこと。
a　本町からの提供資料
・テーブル定義書
・コード設計
・サンプルデータ
b　連携項目：宛名コード、世帯コード、漢字氏名・氏名カナ、性別コード、生年月日、郵便番号、現住所、転出先住所、続柄コード、住民区分コード、異動年月日、異動事由
c　連携ファイル仕様
・住基連携(001o005、001o009)のテキストファイル（CSV形式）
・文字コード：UTF－8
・バージョン3.2版
d　連携方法：FTP（接続情報は別途提供する）又は専用端末方式
e　連携頻度：日次
f　全件・差分：日次全件連携又は日時差分連携

３　その他事項
（１）導入行程、細部打ち合わせ等
事業者決定後、速やかに導入行程などについて本町と協議し、承認を得た上で、導入に着手するこ　と。導入にかかる内容の細部については、適宜本町と行うこと。
（２）納品物
　　　導入に関する仕様書一式及びこれが記録されたCD-Rを納品すること。なお、パッケージシステムやSaaS等によりシステムの著作権や所有権が本町にない場合は、別途協議する。
（３）仕様変更
　　　本仕様の変更を必要とする場合は、あらかじめ申し出の上、本町の承認を得ること。
（４）記載外の事項
　　　本仕様書に記載されていない事項は、本町と受注者で協議すること。
（５）疑義が生じた場合
　　　本仕様書の記載事項等に疑義が生じた場合は、本町と受注者で協議すること。
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